
廃止・休止・再開を希望する市町にチェック☑を付けてください。 

☐金沢市 ☐白山市 ☐かほく市 ☐野々市市 ☐津幡町 ☐内灘町 

 

 

様式第５号（第７条関係） 

 

排水設備工事業者廃止・休止・再開届出書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）金沢市公営企業管理者 

 

届出者 氏名又は名称             

                      住所  

                      代表者氏名              

 

金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程第７条第３項の規定により、次

のとおり排水設備工事業者の事業の廃止、休止又は再開を届け出ます。 

届 出 の 区 分 廃止      休止      再開 

氏 名 又 は 名 称  

代 表 者 の 氏 名  

排 水 設 備 工 事 の 事 業 を 

行 う 営 業 所 の 名 称 
 

上 記 営 業 所 の 所 在 地 

（ 石 川 県 内 に 限 る ）  

廃 止 、 休 止 又 は 再 開 

の 年 月 日 
      年   月   日 

廃 止 、 休 止 又 は 再 開 

の 理 由 

 

備考 廃止及び休止の場合は、排水設備工事業者指定証を添付してください。 

 


